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委 任 状 

 

在サンフランシスコ日本国総領事 殿 

代理人 氏    名：                  

生年月日：     年   月   日                

住    所：                                          

 

１． 私は、下記の理由から在留証明申請手続を行うことができませんので、

上記の者を代理人として、在留証明を申請する権限を委任します。 

 

理由：                                                                 

 

 

２． なお、現住所を立証する文書を委任状に添付するとともに、私名義の

現に有効な旅券（原本）等を代理人を通じ提示します。 

 

平成    年    月    日 

委任者 氏    名：               

生年月日：     年   月   日 

住    所：                           

 

委任者署名：                              
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在外公館における証明                    平成 29年 6月 2日 

 

 海外に所在する日本の在外公館では、その国で生活する日本人からの申請に基づいて、いろいろな証

明書を発給しています。主要な証明の概要は次の通りです。 

 各種証明書の申請方法、手数料、必要書類など詳細については証明を受けようとする在外公館に直接

お問い合わせください。 在外公館リスト（住所・電話番号など）へ 

 1 在留証明 

 2 署名証明 

 3 身分上の事項（出生、婚姻、離婚など）に関する証明 

 4 翻訳証明 

 5 公文書上の印章の証明 

 6 警察証明（犯罪経歴証明） 

1 在留証明 

 外国にお住まいの日本人がどこに住所（生活の本拠）を有しているか，あるいは，どこに住所を有し

ていたかをその地を管轄する在外公館が証明するものです。 

 在留証明は，一般的には現在外国にお住まいの方（日本に住民登録のない方）が不動産登記，恩給や

年金手続き，在外子女の本邦学校受験の手続き等で，日本の提出先機関から外国における住所証明の提

出が求められている場合に発給される一種の行政証明です。 

 在留証明申請手続きについて，発給条件，必要書類の概要は以下のとおりです。ただし，発給までに

要する日数や開館日，申請受付時間は，現地事情や業務量等により異なりますので，詳しくは証明を受

けようとする在外公館に直接お問い合わせください。在外公館のホームページの一覧は在外公館ホーム

ページをご参照ください。 

発給条件 

 日本国籍を有する方（二重国籍を含む。）のみ申請ができます。従って、既に日本国籍を離脱さ

れた方や喪失された方、日系人を含む外国籍者は発給の対象外です。 

 現地にすでに 3ヶ月以上滞在し、現在居住していること。但し，申請時に滞在期間が 3ヶ月未満

であっても，今後 3ヶ月以上の滞在が見込まれる場合には発給の対象となります。 

 証明を必要とする本人（注）が公館へ出向いて申請することが必要です。ただし，本人が公館に

来ることができないやむを得ない事情がある場合は，委任状をもって代理申請を行うことができ

る場合もありますが，具体的には事前に当該在外公館にご相談下さい。  

（注 1）既に日本国籍を離脱・喪失された方に対しては，例外的な措置として「居住証明」で対応する

場合があります。発給条件，必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。 

（注 2）本人申請が原則です。在留証明は上述のとおり，遺産分割協議や不動産登記，その他申請される

方にとって重要な用途に使用されるため，在外公館で申請する方の意思と提出先機関の確認を行うと同

時に本人の生存確認を行わせて頂いています。 

必要書類 

 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類（有効な日本国旅券等） 
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 住所を確認できる文書（例：現地の官公署が発行する滞在許可証，運転免許証，納税証明書，あ

るいは公共料金の請求書等に住所の記載がある，現地の警察が発行した居住証明等） 

 滞在開始時期（期間）を確認できるもの。また，滞在期間が 3ヶ月未満の場合は，今後 3ヶ月以

上の滞在が確認できるもの（賃貸契約書、公共料金の請求書等）。 

 証明書上の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく，番地までの記載を希望する場合は戸籍謄（抄）

本。 

手数料 

 1通につき邦貨 1,200円相当です。お支払いは現金（現地通貨）となります。 

申請時の留意点 

 現地の居住先が確定した場合は，「在留届」を速やかに居住先を管轄する在外公館に提出してく

ださい。 

 遠隔地にお住まいの方や病気等個々人の事情により，在外公館に出向いて申請することが困難な

場合には，郵便による申請も受けつけております。ただし，できあがった証明書は手数料の納付

後に窓口にてお渡ししておりますので，申請人本人または代理人（委任状が必要）が一度は在外

公館へ出向いていただくことになります。 

 在留証明は在外公館のみで発行している証明書です。外務省（東京，大阪分室）では在留証明の

申請受理・発給の事務取扱いは行っておりませんので，休暇や出張等での一時帰国の際に日本で

在留証明書を入手することはできません。 

 日本に帰国後，海外に在住していたことを証明する必要が生じた場合には，現地公的機関が発行

した納税証明書，公共料金の領収書，現地の運転免許証あるいは旅券に押印された外国の出入国

管理当局による出入国印等を，直接国内関係機関に提示の上，ご相談ください。どのような書類

が在留証明の代わりとして認められるかは提出先が判断することになります。 

その他 

 ジャパン・レール・パスを利用するために在外公館で取得可能な書類のご案内 

2 署名証明 

 日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し，日本の印鑑証明に代わるものとして日本

での手続きのために発給されるもので，申請者の署名（及び拇印）が確かに領事の面前でなされたこと

を証明するものです。 

 証明の方法は 2 種類です。形式 1 は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文

書を綴り合わせて割り印を行うもの，形式 2 は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明

方法にするかは提出先の意向によりますので，あらかじめ提出先にご確認ください。 

 日本においては不動産登記，銀行ローン，自動車の名義変更等の諸手続き等，さまざまな理由で印鑑

証明の提出が求められますが，日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は，住民登録抹消と同

時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では，海外に在留している日本人には

印鑑証明に代わるものとして，署名証明の提出を求めています。 

 平成 21年 4月 1日より，署名証明書の様式等が変更となりました。主な変更点としては，これまでの

証明書上の様式では記載のなかった署名者の身分事項の項目（生年月日，日本旅券番号）が加わりまし

た。 
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発給条件 

 日本国籍を有する方のみ申請ができます。（注）元日本人の方に対しましては，失効した日本国

旅券や戸籍謄本（または戸籍抄本）（もしくは除籍謄本（または除籍抄本））をお持ち頂ければ遺

産相続手続きや本邦にて所有する財産整理に係る手続きに際し，署名証明を発給できるケースも

ありますので，発給条件，必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせくだ

さい。 

 領事の面前で署名（及び拇印）を行わなければならないので，申請する方ご本人が公館へ出向い

て申請することが必要です。代理申請や郵便申請はできませんのでご注意ください。 

必要書類 

 日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類（有効な日本国旅券等） 

 形式 1 の綴り併せによる証明を希望される場合には，日本より送付されてきた署名(及び拇印)す

べき書類  

（注）署名は領事の面前で行う必要がありますので，事前に署名をせずにお持ちください。なお，事前

に署名(及び拇印)をされた文書をお持ちになった場合は，事前の署名(及び拇印)を抹消の上，領事の面前

で改めて余白に署名(及び拇印)して頂くことになります。 

手数料 

 1通につき邦貨 1,700円相当です。お支払いは現金（現地通貨）となります。 

申請時の留意点 

 本人の署名を証明するのは，基本的には現地の公証人です。外国籍者は現地の公証人に依頼する

ことになります。 

 領事官が，公証人のようにあらゆる私文書について申請者の署名を証明することができるわけで

はありません。本件署名証明は，あくまで海外にお住まいの日本人が印鑑証明を必要とする際に，

印鑑証明の代わりに発給されるものです。  

（備考） 

 在外公館でも印鑑証明を取り扱っていますので，同証明を希望される場合には，申請先の在外公館に

必要書類等あらかじめお尋ねください。 

3 身分上の事項に関する証明 

 外国人との婚姻や外国籍を取得する等さまざまな理由から，外国関係機関から日本人等に対し，いつ，

どこで出生したかなど，身分上の事項について証明書の提出を求められることがあります。在外公館で

取り扱っている身分上の事項に関する証明は以下のとおりです。  

 出生証明・・・いつ，どこで出生したかを証明するもの  

 婚姻要件具備証明書・・・独身であって，婚姻可能な年齢に達し，相手方と婚姻することにつき

日本国法上何らの法律的障害がないことを証明するもの  

 婚姻証明・・・誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの  

 離婚証明・・・いつ正式に離婚したかを証明するもの  

 死亡証明・・・いつ，どこで死亡したかを証明するもの  

 戸籍記載事項証明・・・ある特定の身分上の事項が戸籍謄本（または戸籍抄本）に記載されてい
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ることを証明するもの 

発給条件と必要書類 

 日本人に限られる場合と既に日本国籍を離脱・喪失された方や外国人も申請できる場合がありま

す。必要書類は基本的には戸籍謄（抄）本（できる限り新しいもの）となりますが，詳細につい

ては証明を受けようとする公館に直接お問い合わせください。 

手数料 

 1通につき邦貨 1,200円相当です。お支払いは現金（現地通貨）となります。 

4 翻訳証明 

 申請される方が提出された翻訳文が原文書（本邦官公署が発行した公文書）の忠実な翻訳であること

を証明するものです。外国で会社を設立する，外国の会社に就職する等さまざまな理由から外国関係機

関から本邦における企業の登記簿謄本の翻訳が必要である場合や，どこの学校を卒業したか，あるいは

どんな国家免許・資格等を所持しているかの証明が必要である場合は翻訳証明で対応することになりま

す。 

 ただし，翻訳証明ではなく，印章の証明（本邦官公署またはそれに準ずる独立行政法人，特殊法人，

または学校教育法第 1 条に規定された学校等が発行した文書の発行者の印章（職印または機関印）の印

影が真正であることを証明するもの）でも対応可能な場合もありますので，申請前に提出先にご相談く

ださい。 

発給条件と必要書類 

 翻訳証明の対象となる原文書は，原則として我が国の官公署が発給した公文書です。 

 私文書は取り扱うことができませんが，私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを，当

該公証人が所属している（地方）法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。 

 有効期限のある公文書（例えば運転免許証等）は有効期限内のものに限ります。有効期限が明記

されていないものは，原則として発行後 6ヶ月以内としておりますが，できる限り新しいものを

お持ちください。ただし，学位記等再発行されないものについては発行年月日にかかわりなく受

理できます。  

 詳細については証明を受けようとする公館にお問い合わせください。 

手数料 

 1通につき邦貨 4,400円相当です。お支払いは現金（現地通貨）となります。 

 

外務省 HPより 
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福岡法務局に確認したこと 

2013 年 11月 12日 

 

・アメリカの場合、公正証書はアポスティーユ認証等の手続きを経ずに、そのまま日本の登

記に使用できる。 

 

・署名証明書、在留証明書（住所を証明する先生供述書）ともに、領事館発行のものではな

く、公正証書でかまわない。 

 

・公正証書が英語の場合、翻訳文を添付の上、翻訳者による記名押印が必要 

 

 

 

参考 「法の適用に関する通則法」 

  第六節 相続  

（相続） 

第三十六条  相続は、被相続人の本国法による。  

（遺言） 

第三十七条  遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。  

２  遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。 
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在サンフランシスコ日本国総領事　殿

　

私（申請者）が現在、下記の住所に在住していることを証明してください。

アメリカ合衆国

（ ※ １ ）　本人申請の場合は記入不要です。

証 第 　　　　　　　　　　　　号

上記申請者の在留の事実を証明します。

　　　平 成　　　　 年　　　　 月 　　　　 日

総　領　事 山　田　

（ 手 数 料 ： 米貨11ドル　 ）

淳　　  

上記の場所に住所（又は居所）を
定めた年月日（ ※ ２ ）

（ 　平成　・　昭和 　）　　　　　　　年　　　　　　月

（ ※ ２ ）　申請理由が恩給、年金受給手続きのとき、及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略すること
　　　　　ができます。

在　留　証　明

在サンフランシスコ日本国総領事館

提 出 理 由 提 出 先

申請者（代理人）署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

現
　
住
　
所

日　本　語

外　国　語

代 理 人 氏 名 申 請 者 と の 関 係
（ ※ １ ）（ ※ １ ）

申 請 者 の 都　・　道

府　・　県
本 籍 地
（ ※ ２ ） （市区郡以下を記入してください。  ※ ２ ）

形式　1

在　留　証　明　願
平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

申 請 者 氏 名 生　年

月　日

明　・　大

昭　・　平
証 明 書 を 年　　　　月　　　　日

使 う 人
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記入例　( 形式１ )

在サンフランシスコ日本国総領事　殿

　

私（申請者）が現在、下記の住所に在住していることを証明してください。

（ ※ １ ）　本人申請の場合は記入不要です。

証 第 　　　　　　　　　　　　号

上記申請者の在留の事実を証明します。

　　　平 成　２９ 年　　　４ 月 　　　１ 日

総　領　事 山　田　

（ 手 数 料 ： 　米貨 １１ ドル　　　　 ）

（ ※ ２ ）　申請理由が恩給、年金受給手続きのとき、及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略すること
　　　　　ができます。

在　留　証　明

在サンフランシスコ日本国総領事館

淳　　  

現
　
住
　
所

日　本　語 ：
アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ市
バッテリー通り２７５

外　国　語 ：
275 Battery Street, San Francisco, CA 94111,
U.S.A.

上記の場所に住所（又は居所）を
定めた年月日（ ※ ２ ） （ 　平成　・　昭和 　）　　２５　年　　４　月

（市区郡以下を記入してください。  ※ ２ ）

提 出 理 由 不動産登記手続 提 出 先 東京法務局

申請者（代理人）署名　　　証明　花子

代 理 人 氏 名 申 請 者 と の 関 係
（ ※ １ ）（ ※ １ ）

申 請 者 の

東 京
都　・　道

府　・　県
千代田区霞が関２丁目２番地１本 籍 地

（ ※ ２ ）

形式　1

在　留　証　明　願
平成　　29　年　 　4　月　　1　　日

申 請 者 氏 名

証明 花子
生　年

月　日

明　・　大

昭　・　平
 35 年　 3　月　22　日証 明 書 を

使 う 人

戸籍上の名前を直筆する。

１９



在サンフランシスコ日本国総領事　殿

　

私（申請者）が現在、下記の住所に在住していること、及び別紙の事実を証明してください。

アメリカ合衆国

（ ※ １ ）　本人申請の場合は記入不要です。

証 第 　　　　　　　　　　　　号

上記申請者の在留の事実及び別紙の事実を証明します。

　　　平 成　　　　 年　　　　 月 　　　　 日

総　領　事 山　田　

（ 手 数 料 ： 米貨11ドル　 ）

（ １／２ ）

淳　　  

上記の場所に住所（又は居所）を
定めた年月日（ ※ ２ ）

（ 　平成　・　昭和 　）　　　　　　　年　　　　　　月

（ ※ ２ ）　申請理由が恩給、年金受給手続きのとき、及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略すること
　　　　　ができます。

在　留　証　明

在サンフランシスコ日本国総領事館

提 出 理 由 提 出 先

申請者（代理人）署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

現
　
住
　
所

日　本　語

外　国　語

代 理 人 氏 名 申 請 者 と の 関 係
（ ※ １ ）（ ※ １ ）

申 請 者 の 都　・　道

府　・　県
本 籍 地
（ ※ ２ ） （市区郡以下を記入してください。  ※ ２ ）

形式　２

在　留　証　明　願
平成　　　　　年　　　　　月　　　　　日

申 請 者 氏 名 生　年

月　日

明　・　大

昭　・　平
証 明 書 を 年　　　　月　　　　日

使 う 人

２０



過去の住所

同居家族

　　　　年　　　　月　　　　　日

　　　　年　　　　月　　　　　日

　　　　年　　　　月　　　　　日

　　　　年　　　　月　　　　　日

　　　　年　　　　月　　　　　日

（ ２／２ ）

5

氏
名

生年月日
明　・　大

昭　・　平

本
籍
地

都　・　道

府　・　県

4

氏
名

生年月日
明　・　大

昭　・　平

本
籍
地

都　・　道

府　・　県

3

氏
名

生年月日
明　・　大

昭　・　平

本
籍
地

都　・　道

府　・　県

明　・　大

昭　・　平

本
籍
地

都　・　道

府　・　県

2

氏
名

生年月日
明　・　大

昭　・　平

本
籍
地

都　・　道

府　・　県

4 　　　　　年　　　月から　　　　　年　　　月まで

5 　　　　　年　　　月から　　　　　年　　　月まで

1

氏
名

生年月日

1 　　　　　年　　　月から　　　　　年　　　月まで

2 　　　　　年　　　月から　　　　　年　　　月まで

3 　　　　　年　　　月から　　　　　年　　　月まで

２１



記入例　（形式２） － ① ： 過去の住所証明

在サンフランシスコ日本国総領事　殿

　

私（申請者）が現在、下記の住所に在住していること、及び別紙の事実を証明してください。

（ ※ １ ）　本人申請の場合は記入不要です。

証 第 　　　　　　　　　　　　号

上記申請者の在留の事実及び別紙の事実を証明します。

　　　平 成　２９ 年　　　４ 月 　　　１ 日

総　領　事 山　田　

（ 手 数 料 ： 　米貨 １１ ドル　　　　 ）

（ １／２ ）

（ ※ ２ ）　申請理由が恩給、年金受給手続きのとき、及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略すること
　　　　　ができます。

在　留　証　明

在サンフランシスコ日本国総領事館

淳　　  

現
　
住
　
所

日　本　語 ：
アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ市
バッテリー通り２７５

外　国　語 ：
275 Battery Street, San Francisco, CA 94111,
U.S.A.

上記の場所に住所（又は居所）を
定めた年月日（ ※ ２ ） （ 　平成　・　昭和 　）　　２５　年　　４　月

（市区郡以下を記入してください。  ※ ２ ）

提 出 理 由 銀行口座開設 提 出 先 関東銀行

申請者（代理人）署名　　　証明　太郎

代 理 人 氏 名 申 請 者 と の 関 係
（ ※ １ ）（ ※ １ ）

申 請 者 の

東 京
都　・　道

府　・　県
千代田区霞が関２丁目２番地１本 籍 地

（ ※ ２ ）

形式　２

在　留　証　明　願
平成　　２９　年　 　4　月　　1　　日

申 請 者 氏 名

証明 太郎
生　年

月　日

明　・　大

昭　・　平
 33 年　12　月　12　日証 明 書 を

使 う 人

戸籍上の名前を直筆する。戸籍上の名前を直筆する。

２２



過去の住所

同居家族

　　　　年　　　　月　　　　　日

　　　　年　　　　月　　　　　日

　　　　年　　　　月　　　　　日

　　　　年　　　　月　　　　　日

　　　　年　　　　月　　　　　日

（ ２／２ ）

5

氏
名

生年月日
明　・　大

昭　・　平

本
籍
地

都　・　道

府　・　県

4

氏
名

生年月日
明　・　大

昭　・　平

本
籍
地

都　・　道

府　・　県

3

氏
名

生年月日
明　・　大

昭　・　平

本
籍
地

都　・　道

府　・　県

2

氏
名

生年月日
明　・　大

昭　・　平

本
籍
地

都　・　道

府　・　県

5 　　　　　年　　月から　　　　　　年　　月まで

1

氏
名

生年月日
明　・　大

昭　・　平

本
籍
地

都　・　道

府　・　県

2 　　　　　年　　月から　　　　　　年　　月まで

3 　　　　　年　　月から　　　　　　年　　月まで

4 　　　　　年　　月から　　　　　　年　　月まで

アメリカ合衆国カリフォルニア州
サンノゼ市ＸＸＸ通り４９1 ２００９年　９月から　２０１３年　３月まで

２３



記入例　（形式２） － ② ： 同居家族についての証明

在サンフランシスコ日本国総領事　殿

　

私（申請者）が現在、下記の住所に在住していること、及び別紙の事実を証明してください。

（ ※ １ ）　本人申請の場合は記入不要です。

証 第 　　　　　　　　　　　　号

上記申請者の在留の事実及び別紙の事実を証明します。

　　　平 成　２９ 年　　　４ 月 　　　１ 日

総　領　事 山　田　

（ 手 数 料 ： 　米貨 １１ ドル　　　　 ）

（ １／２ ）

（ ※ ２ ）　申請理由が恩給、年金受給手続きのとき、及び提出先が同欄の記載を必要としないときは記入を省略すること
　　　　　ができます。

在　留　証　明

在サンフランシスコ日本国総領事館

淳　　  

現
　
住
　
所

日　本　語 ：
アメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコ市
バッテリー通り２７５

外　国　語 ：
275 Battery Street, San Francisco, CA 94111,
U.S.A.

上記の場所に住所（又は居所）を
定めた年月日（ ※ ２ ） （ 　平成　・　昭和 　）　　２５　年　　４　月

（市区郡以下を記入してください。  ※ ２ ）

提 出 理 由 大学の入学手続 提 出 先 外務大学

申請者（代理人）署名　　　証明　健太

代 理 人 氏 名 申 請 者 と の 関 係
（ ※ １ ）（ ※ １ ）

申 請 者 の

東 京
都　・　道

府　・　県
千代田区霞が関２丁目２番地１本 籍 地

（ ※ ２ ）

形式　２

在　留　証　明　願
平成　　２９　年　 　4　月　　1　　日

申 請 者 氏 名

証明 健太
生　年

月　日

明　・　大

昭　・　平
 63 年　12　月　20　日証 明 書 を

使 う 人

戸籍上の名前を直筆する。

２４



過去の住所

同居家族

　　　　年　　　　月　　　　　日

　　　　年　　　　月　　　　　日

（ ２／２ ）

5

氏
名

生年月日
明　・　大

昭　・　平

本
籍
地

都　・　道

府　・　県

4

氏
名

生年月日
明　・　大

昭　・　平

本
籍
地

都　・　道

府　・　県

3

氏
名 証明 康子 生年月日

明　・　大

昭　・　平
 2 年　 8　月　13　日

本
籍
地

東 京
都　・　道

府　・　県

2

氏
名 証明 花子 生年月日

明　・　大

昭　・　平
 35 年　 3　月　22　日

本
籍
地

東 京
都　・　道

府　・　県

明　・　大

昭　・　平
 33 年　12　月　12　日

本
籍
地

東 京
都　・　道

府　・　県

5 　　　　　年　　月から　　　　　　年　　月まで

1

氏
名 証明 太郎 生年月日

2 　　　　　年　　月から　　　　　　年　　月まで

3 　　　　　年　　月から　　　　　　年　　月まで

4 　　　　　年　　月から　　　　　　年　　月まで

1 　　　　　年　　月から　　　　　　年　　月まで

２５



●必要な証明形式（「形式１」または「形式２」）にチェックを入れてください。

（※読みやすい字体で原則として戸籍上の氏名を記入してください。）

大 ・ 明

昭 ・ 平

    275 Battery Street, San Francisco,

    CA 94111,  U.S.A. 

　住民登録市区町村役場名 ：
都 ・ 道
府 ・ 県

（郡） 市 ・ 区
町 ・ 村

      
抹消してい
ない場合

(遺産分割協議書への署名、不動産登記、車の名義変更、銀行手続き等）

（○○法務局、○○運輸支局、○○銀行、司法書士、行政書士等）

　(自宅・勤務先・携帯)　　　４１５－７８０－６０００

申請人署名　        外 務　春 香

署名をする必要のある書類に、申請人が署名したこ
とを証明する形式です。お手持ちの書類に、大使館
（総領事館）の証明が貼付されます。

市区町村役場で発行される印鑑証明のように申請人
の署名および拇印であることを、一枚の証明書として
発行します。

　　45　年　3　月　17日

提出先 

抹消していません。私は、日本の住民登録を、

外国語：

  日本の住民登録（印鑑登録）を抹消していない方の場合、提出先関係機
関が、日本国大使館（総領事館）の証明を要求していますか？

有 無

　必要通数 　　　　　　　通

　以下の目的のため私の署名（及び拇印）証明を申請します。

備  考

現住所

外　務　春　香

Haruka　Gaimu

TZ1234567

連絡先

 署 名 (お よ び 拇 印) 証 明 申 請 書 

ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ

申請人氏名

　　２０ＸＸ　年　Ｘ月　Ｘ日
在サンフランシスコ日本国総領事 殿

不動産登記

東京法務局

　必要通数　　　1　  　通

　合　　計　 　　　1　　通

□　「形式 １」（貼付型） □　「形式 ２」（単独型）

使用目的

抹消しています。

生年
月日

日本
旅券番号

２６



申 出 書 

在サンフランシスコ総領事殿 

                         平成   年  月  日 

 

                         当事者氏名： 

                          署名    : 

 

 私は、下記の同居家族を通じて、私名義の現に有効な旅券（原本）の提示、及び 

住所立証書類を提示の上、在留証明書形式２の申請を行いたく、申し出します。 

 

  同居家族氏名：                                  

住  所 ：                                 

 

 

注意 

１．「同居家族」に該当する者は、日本国籍者であり、在留届の「氏名」欄又は 

  「同居家族」欄に記載されている者です。 

 

２． 申出書の署名欄は、必ず当事者が自分で書いて下さい。  

２７


